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「保険契約等に関する権利の評価」の変更 

                   －名義変更時の買取金額― 

 
 先日、保険契約等に関する権利の評価について改正がありました。 

これにより、法人が役員または使用者に対して保険契約等に関する権利を支給（いわゆる「名義変更」）し

た場合の評価方法が変わります。 

 

１．改正の内容 

現状（改正前）は保険契約等の名義変更が行われた場合、「名義変更時において保険契約等を

解約した場合に支払われることとなる解約返戻金の額」で評価するものとされておりました。 

しかし低解約返戻型保険等、著しく解約返戻金が低いと認められる保険契約等については、解

約返戻金での評価は適当ではないとされました。 

改正後の評価は以下の通りとなります。 

ⅰ）解約返戻金の額が、前払保険料や保険積立金等、資産に計上した額の70％に相当する

金額未満である保険契約等に関する権利を支給した場合には、資産に計上した額により

評価する。 

ⅱ）復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等を名義変更した場合には、

資産計上額に法人が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。 

 

２． 対象となる保険契約等 

この改正の適用を受けるのは以下の２つを両方満たす保険契約等です。 

① 契約日が２０１９年７月８日以降のもの 

② 名義変更日が２０２１年７月１日以降のもの 

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。 
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